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多くの人々に親しまれる東京港の実現を目指して

当社は、東京都が出資する株式会社として、公共性と事業性のバラ
ンスを維持した上で、外貿コンテナ埠頭の管理・運営をはじめ、海上
公園の管理や建設発生土の有効利用事業、環境保全事業等さまざまな
事業を展開しています。

これらの事業運営において、「安全・安心な東京港の実現」を経営
ビジョンの一つとして掲げ、事業を推進する過程で、その実現に力を
注いでいます。

本レポートでは、東京港の埠頭機能向上や臨海部の賑わい創出など
を推進していくなかで、当社が取り組む環境配慮行動に関連する施策
をまとめました。

今後とも、都民をはじめ港で活動される方々からのご意見をいただ
きながら、環境にやさしい港づくりに貢献して参ります。

東京港埠頭株式会社 代表取締役社長 服部 浩
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会 社 名 東京港埠頭株式会社
資 本 金 168億5千5百万円（2022年4月1日現在）
従 業 員 数 180人 （2022年4月1日現在）
売 上 高 180億円 （2021年度）

事 業 内 容

【内貿埠頭事業】
フェリーターミナルビル等の貸付及び管理運営

【外貿埠頭事業】
大井・青海コンテナ埠頭等の整備、貸付及び管理運営

【環境保全事業】
自然環境保全のための浅場維持管理及び海上清掃等

【建設発生土有効利用事業】
都内から発生する建設発生土の受入、有効利用等

【指定管理者関連事業】
公の施設及びこれらに付帯する施設等の管理運営
（客船ターミナル・船舶給水・公園等）

会 社 概 要 経 営 理 念 （第5期中期経営計画 令和2年度～4年度）

東京港が、首都圏の物流基地としてだけでなく、多くの人々に親しまれ

憩いのある水辺の都市空間として発展し、世界に誇る「都市型総合港湾・

東京港」へと飛躍していくことを目指して、全力を尽くします。

経営ビジョン （第5期中期経営計画 令和2年度～4年度）

組 織 一 覧

株主総会

取締役会

経営諮問委員会

監査役

公園事業部

技術部

営業企画部

総務部

営業本部

常務取締役代表取締役社長

埠頭事業部

Ⅰ 会 社 概 要
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総務課

経理課

経営企画課

企画振興課

業務課

臨港サービス事務所

計画調整課

土木課

設備課

建設発生土管理事務所

営業企画課

公園事業課

企画開発課

若洲公園管理事務所

公園センター

1 物流動向への対応と東京港の魅力発信

2 お客様ニーズに即したサービスの提供

3 安全・安心な東京港の実現

4 コンプライアンスの強化

5 コストパフォーマンスの向上

6 活力ある組織運営



私たちは、環境への取組を推進することにより「安全かつ環境にやさしい東京港」を目指すとともに、多くのお客様が安心
して、港の景観や水・緑に親しみ憩うことのできる東京港の実現に貢献します。

環境活動方針

１ わたしたちは、地球温暖化対策推進のため、「省エネ型機器の導入
と利用拡大」「普及啓発等の取組」を実施します。

2 わたしたちは、大気汚染改善のため、コンテナ埠頭及び臨海地域での
窒素酸化物や浮遊粒子状物質の削減に取り組みます。

3 わたしたちは、東京港内水域の自然環境の保全と漁場の回復を図るた
め、環境保全事業を行います。

4 わたしたちは、地域住民や都民の参加・協働による環境コミュニケー
ション活動を促進するため、環境に関連する社会活動に積極的に取り組
みます。

5 わたしたちは、事業活動で発生する廃棄物の排出量の抑制と環境物品
等の調達を推進するため、廃棄物の分別及び削減とリサイクル活動、グ
リーン購入に努めます。

Ⅱ 環 境 基 本 方 針

東京都環境確保条例への対応

当社が運営する大井・青海コンテナ埠頭が、温室効果ガス排出総量削減
義務と排出量取引制度の対象事業所となっています。

第１計画期間（2010年-2014年）で平均６%、第２計画期間（2015
年-2019年）では平均13%削減することが義務付けられています。また、
第3計画期間（2020年-2024年）では平均25%削減することが義務付
けられています。

この削減目標の達成に向けて、ターミナル借受者と「環境対策会議」を
設置・協議し、大井・青海コンテナ埠頭全体の排出量を削減する取組を推
進していきます。
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コンテナターミナル環境推進体制

温暖化対策の推進へ向けた協議を実施

統括管理者
技術部
計画調整課長

技術管理者
技術部
設備課長

推進責任者
埠頭事業部
業務課長

コンテナターミナル
借受者

東京港埠頭株式会社

コンテナターミナル
環境対策会議

※大井コンテナターミナルでの対策会議設置例



2019年度 2020年度 2021年度※
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Ⅲ 取組内容報告等

東京都環境確保条例「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の対象事業だけでなく、当社が管理運営するコン
テナ埠頭や公園のCO2排出量の削減を図るため、さまざまな対策・運用に取り組んでいきます。

（1） 温室効果ガス排出量実績調査

202１年度における、当社事業に係る主な事業所及び本社のCO２の排出量の実績について報告します。

② 大井・青海コンテナ埠頭内ＣＯ２排出割合

● 大井・青海コンテナ埠頭内でのCO2排出量は、荷役機械とリーファー
コンテナからの排出が大半を占めており、コンテナ取扱貨物量の増減
に伴い排出量が増減すると考えられます。

機械・設備等 所 有 者

役
器

荷
機

コンテナクレーン 当 社

トランスファークレーン ターミナルオペレーター等

リーファーコンテナ 船 社

管 理 棟 当 社

照 明 設 備 当 社

リーファーコンテナ
(冷却装置内蔵コンテナ）

トランスファークレーン

コンテナクレーン

※ 東京都環境局排出量算定ガイドラインに合わせた排出係数を用いて算出しています。
※ 設備・施設等の所有者に削減義務が課せられます。

① ＣＯ２ 排出量実績

1 地球温暖化対策
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● 温室効果ガスの排出量推移（過去3年）

大井コンテナ埠頭

28,726

青海コンテナ

埠頭

14,558
その他外貿埠頭

12,999
指定管理者等

関連事業

5,782

その他, 954
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※オリンピック・パラリンピック大会使用分を含む

● 主な施設別の温室効果ガス排出量実績（2021年度）



（2） 外貿埠頭事業

① 環境インセンティブ制度の導入

当社では、ＣＯ２排出量の削減を図るため、さまざまな対策を推進しています。

2008年4月の当社民営化に際し、環境インセンティブ制度を導入
しました。

お客様のターミナルにおける環境対策の実施状況に応じて貸付料の
一部を免除することにより、CO2削減への誘導及び港湾コストの低減
化を図り、東京港の国際競争力の強化に貢献します。

その一つに地球温暖化対策として「ターミナル内における温室効果
ガスの削減」の推進を図ることをあげています。

② コンテナ埠頭における取組

これまでも、お客様及び関係企業の積極的な協力を得て、ＣＯ２削減
対策に取り組んでまいりました。

今後も、東京都環境確保条例への対応を目指し、各施設のお客様とと
もにさまざまな対策を推進してまいります。

対 象 取 組

荷
役
機
械

トランスファークレーン ハイブリッド型トランスファークレーンの導入

コンテナクレーン 更新時・増設時のインバータ化の推進

管理棟・照明

太陽光発電設備の導入

ＬＥＤ照明の導入

使用電力 再生可能エネルギー由来の電力への順次導入
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● 大井コンテナ埠頭 コンテナ１ＴＥＵ当たりの排出量推移
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● 大井コンテナ埠頭 コンテナ取扱量推移 （参考）

東京港の港湾統計（東京港港勢（概報） 調査月報（速報））より



コンテナクレーン（インバータ制御方式）

● コンテナクレーンのインバータ制御化の推進

コンテナクレーンの更新時等に既存のサイリスタ制御方式（直流電動機
使用）のクレーンからインバータ制御方式（交流電動機使用）のクレーン
に変更しています。このことにより、巻下げ時の電力回生などにより消費
電力を約３０％削減することが可能となりました。

今後も、インバータ制御方式クレーンの導入を進めていきます。

2019年度 2020年度 2021年度

大井コンテナ埠頭 12基/19基 15基/19基 15基/19基

青海コンテナ埠頭 11基/11基 9基/ 9基 9基/ 9基

品川コンテナ埠頭 4基/ 4基 4基/ 4基 4基/ 4基

中防外コンテナ埠頭 6基/ 6基 6基/ 6基 6基/ 6基

◆ 2021年度までの導入実績

● ハイブリッド型トランスファークレーンの導入 ※

トランスファークレーン更新の際に、従来のディーゼルエンジン式から
ハイブリッド式にシフトするよう設備所有者に検討していただき、埠頭の
環境対策を推進しています。

※ ハイブリッド型トランスファークレーンとは
従来のディーゼル発電機に加え蓄電装置を搭載した
トランスファークレーンです。

コンテナの巻き下げ時に発生するエネルギーを
蓄電装置に蓄電し、巻き上げ時に再利用すること
でエンジン負荷と容量を減らすことが可能となり、
燃費の向上と温室効果ガスの排出量を約60％削減
することができます。

◆ 2021年度までの導入実績

● 大井コンテナターミナル 太陽光発電設備の導入

㈱商船三井、㈱宇徳、日本郵船㈱により、太陽光発電設備を設置して
いただいています。

㈱商船三井 社内報 HPより
ゲート・洗車棟屋上

日本郵船㈱ HPより
ゲート屋上

大井６号コンテナターミナル内にスタッカークレーン方式としては世界
初となるコンテナ専用立体格納庫を整備し、2011年度から操業を開始し
ました。

● コンテナ専用立体格納庫の整備

ハイブリッド型トランスファークレーン

敷地の有効利用と荷役効率の
向上を実現するとともに、環境
にやさしい荷役を行うことがで
きます。

具体的には、電動であること
と荷役効率の向上によって、軽
油使用のトランスファークレー
ンとの比較では約60％のＣＯ２

削減が可能となります。

供用開始時期 2007年4月 2010年2月 2011年4月

設置場所
第4バース

ゲート･洗車棟屋上
第7バース

INゲート屋上
第6バース

立体格納庫屋上

発電容量 200kＷ 135kＷ 200kＷ

対管理棟
消費電力比

25% 15% 25%
（対格納庫搬送設備）

日本郵船㈱ HPより
立体格納庫屋上
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2019年度 2020年度 2021年度

大井コンテナ埠頭 51基 / 64基 53基 / 65基 55基 / 67基



● 再生可能エネルギー由来の電力の導入

東京都では、カーボンニュートラルポート（CNP）の形成に向

け、港湾関係事業者や脱炭素化に知見を有する企業等からなる検
討会を設置し、脱炭素化に向けた具体的な取組やロードマップを
まとめた「東京港カーボンニュートラルポート（ CNP）形成計
画」の策定を進めています。

東京港における脱炭素化の取組の一環として、当社が管理運営
するコンテナ埠頭について、再生可能エネルギー由来の電力を順
次導入することとし、令和４年７月から、下記のコンテナ埠頭を
対象に、再生可能エネルギー由来の電力を先行して導入しました。

１ 対象となるコンテナ埠頭（※右図参照）

(１) 品川コンテナ埠頭

(２) 中央防波堤外側コンテナ埠頭

２ 導入する電力

(１)電力の内容 実質ＣＯ₂フリー電気（RE100適用可能）

(２)電力使用量 年間1,243万kwh

３ 導入効果

年間約6,000t‐ＣＯ₂の排出削減効果が期待されます（一般

家庭の年間ＣＯ₂排出量の約2,100世帯分に相当）。

４ 導入時期

令和４年７月１日
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大井コンテナ埠頭 

青海コンテナ埠頭 

品川コンテナ埠頭 

中央防波堤外側コンテナ埠頭 

 

今回再生可能エネルギー由来の電力を導入するコンテナ埠頭 

 

当社が管理運営するコンテナ埠頭 

 



実施：平成16年4月～
割引率：月極駐車場料金の25％割引
基準：4つ星（☆☆☆☆）の認定を受けた低排出ガス車等で平成 22年度

燃費基準50％向上達成車・平成27年度燃費基準20％向上達成車・
平成27年度燃費基準以上達成車（ランクI）

（1）外貿埠頭事業

自動車から排出される排気ガスに含まれる汚染物質によって、地球温暖化をはじめ、酸性雨、光化学スモッグなどが発生
します。

当社では、コンテナターミナル構内で使用されるトラクターヘッドや月極駐車場を利用されるお客様へ環境負荷の少ない
車両への転換・普及に努めるとともに、業務で使用する車両の特定低公害・低燃費車の導入など、排気ガス対策に取り組ん
でいます。

また、ターミナル背後のゲート待ち混雑の緩和にも努めていきます。

構内トラクターヘッドの排気ガス規制適合に取り組んでいます。当社
では、条例の対象外となるコンテナターミナル構内におけるトラクター
ヘッド（ディーゼル車）から排出される粒子状物質（※）削減のため、
所有者の協力を得ながら、粒子状物質等の排出量が少ない車両の普及に
努めています。

※ 粒子状物質（ＰＭ＝Ｐarticulate Ｍatter）とは
固体または液体からなる物質をいい、発生源と

しては工場・事業場から排出される煤塵、自動車
から排出される粒子状物質（ＰＭ）などがありま
す。

粒径10μｍ以下のものを浮遊粒子状物質（ＳＰ
Ｍ）といい、中でもディーゼル車の排気ガスに含
まれる粒子については、以前から発ガン性が疑わ
れています。

2019年12月 2020年12月 2021年12月

93.8% 100% 100%

排気ガス規制適合構内トラクターヘッドの普及 月極駐車場 低公害・低燃費車割引制度の導入

東京都が実施している「低公害・低燃費車に係る有料駐車場料金割引
措置」に協力しています。

当社が管理している月極駐車場において、低公害・低燃費車への転換
を促進するために、超低公害車を対象に割引制度を導入しています。

（2）駐車場事業

◆ 適合車占有率

2 大気汚染対策

（3）管理部門

業務用車両 特定低公害・低燃費車導入率

当社が使用する自動車は、リース車両を原則とし、リース期間満了時の更新に合わせて、随時特定低公害・低燃費車に切り替え導入を図っています。
なお、東京都環境確保条例では、都内で200台以上自動車を使用するものは、特定低公害・低燃費車の導入率を15％以上とするよう定めております。
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2020年4月 2021年4月 2022年4月

10.8％ 11.4％ 13.7％

使用台数 導入率

37台 35.1%

◆2022年10月時点導入率

◆ 適合車導入率（大井・青海専用埠頭）



公園などで発生する廃棄物の分別処理やリサイクル活用に取り組んでいます。

当社が管理している公園や駐車場では、日々さまざまなごみがでます。私たちは、分別等を行い適正に処理を行っています。

◆ 2020～2021年度 廃棄物処理実績

項目 2020年度 2021年度 備考

一般廃棄物 92,260 ㎏ 101,785 ㎏ 産業廃棄物以外の廃棄物。生ごみ、紙くず、木くず等

不燃ごみ 37,935 ㎏ 38,240 ㎏
食器・窓等のガラス、陶磁器、鍋・フライパン等の金属、ペットボトル等の
廃プラスチック

再利用物 33,279 ㎏ 33,957 ㎏ びん、缶、ペットボトルなど再利用できるもの

（1）公園などで発生する廃棄物処理

3 廃棄物対策
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４ 東京港における水域保全対策

東京港内の水辺をきれいに維持し、海洋汚染の防止や水生生物の生育環境を良好に保全するためにさまざまな取組を実施
しています。

（1）港内清掃事業

東京港内に浮遊しているごみや流木などを船舶（清掃船）により回収します。回収したごみや流木などは、陸上で分別・裁断
をして、運搬船（母船）で東京都から指定されている揚陸場（中央防波堤外側）へ運搬しています。

◆ 清掃船

第一、第二、第三、第五、第六 、第七清海丸及び清海丸（母船）
◆ 塵芥回収実績

2019年度 2020年度 2021年度

2,768 1,564 1,662

（ 単位：㎥ ）

※ 台風等天候により増減があります。

◆ 清海丸エリアマップ

回収した流木

清掃船 清海丸

回収した浮遊ごみ

4 東京港における水域保全対策
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第七清海丸

第六清海丸

第五清海丸

第三清海丸

第二清海丸

第一清海丸

新基地（大井）★

★

◆ 塵芥の回収

清掃作業中 清海丸（母船）

◆流出油防除習熟訓練 油回収装置装着・作動訓練

船舶より油が流出する事故等に備え、東京都港湾局と共に、流出油防除
訓練を行っています。流出油を回収する際は、清掃船 清海丸に油回収装置
を装着します。

油回収装置の装着 流出油回収作業訓練 共同で訓練を実施

流木などを曳航することも…

特に台風など悪天候の後は、曳航しなくては運べないほど大きな流木等、
多くの塵芥を回収します。



（2）羽田沖浅場維持管理事業

東京都が造成した羽田沖浅場の水域環境を良好な状態に維持するために、さまざまな試験、調査を行い「生物多様性」の保
全に貢献しています。

事業の実施に当たり、東京都とともに「羽田沖浅場運営協議会」を開催し、漁業関係者等の意見の反映に努めています。

③魚類生態調査

②藻場造成・繁殖試験 ⑤稚貝・稚魚の放流

空港拡張により失われた浅場を再生するため、東京都により
昭和63年から平成12年にかけて浅場造成が行われました。造
成された浅場の面積は250ha、総延長は約7㎞にも及びます。

◆ 羽田沖浅場の概要

浅場

Tamagawa river

浅場区域 Shallow area

Shallow area東京国際空港
Tokyo International Airport

多摩川

浅場

Tamagawa river

浅場区域 Shallow area

Shallow area東京国際空港
Tokyo International Airport

多摩川

④水質・水底調査

海底土壌の堅固化を防ぐために、海底耕耘を行っています。耕された
海底土中には、酸素を多く含む海水が浸透して底質が改善され、底生生
物の生息環境として良好な状態となっています。

藻場は、水質浄化に役立ち、生物の産卵場所、
稚魚などの成育場所として海域生物には非常に重
要な場所です。これまでワカメの藻場造成試験に
取り組み、「水平延縄方式」による藻場造成技術
を確立するなど、成果をあげることができました。
平成１８年度からワカメに代わってアマモの藻場
造成試験に取り組んでいます。

羽田沖浅場の魚介類生息状況を把握するため、
魚類調査を実施しています。これまで、マハゼ、
ボラ、マアナゴ、アサリなど３０種類以上の魚
介類が確認されています。

羽田沖浅場の水質・底
質の状況を確認していま
す。計器による観測や採
水・採泥による分析から
得られたデータは、羽田
沖浅場の水域環境や生物
の生息条件を評価するた
めの重要な資料として利
用します。 バンドーン採水器 エクマン採泥器

羽田沖浅場では、水産有用種の良好な漁場を再
生させる目的で、アサリの稚貝を放流しています。
近年、自然繁殖したアサリも多く見られるように
なりました。また、豊かな漁場の回復を目指して
メバル等の稚魚の放流を地元の小学生との交流を
図りながら行っています。

①底質改良試験
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（3）水底土砂有効利用事業

千葉県沖の海底には、埋立用材確保の結果できた深堀部が点在し、魚介類が斃死（へいし）する青潮等の発生原因となって
います。当社は、水生生物の良好な生育環境の回復を図るため、東京都が行った東京港内のしゅんせつによる良質な水底土砂
を有効利用し、千葉県沖の深掘部の埋め戻しを実施しています。

東京港の航路等のしゅんせつ土砂を有効利用し、自然環境の回復に努め
ています。

千葉県及び千葉県の漁業関係者の理解と協力により、平成８年から事業
を行っています。

◆ 発生場所と埋戻し区域

◆ 深堀部の現状

◆ 深掘部の埋戻し

埋戻しは、環境に配慮し、トレミー管を搭載した揚土埋戻し船による「ト
レミー工法」 を用います。

トレミー工法

○ トレミー管で水底土砂を埋戻し、
汚濁等の影響を抑えます。

○ 埋め戻し工事が周辺へ与える影響
を監視するため、水質調査を行い
ながら工事を進めていきます。

千葉県海域

【赤潮・青潮の発生メカニズム】

東京湾には、植物の栄養となる窒素やリンがたくさん溶け込んでいます。春から秋にかけ
て、日照時間が長くなり、気温が上がると、海水中の植物プランクトンやそれを捕食する動
物プランクトンが増殖します。プランクトンが異常に繁殖することで海水が濁り、赤潮が発
生します。

やがて、プランクトンはその死骸を海底に大量に蓄積していきます。死骸を分解するため
にバクテリアが大量の酸素を消費します。そのため、酸素の含まれる量が少ない海水の塊で
ある「貧酸素水塊」が海底にできます。深堀部の海水はほとんど移動しないため、無酸素状
態になってしまいます。

東京湾では、北や北東の強風が吹くと表層の海水が沖に向かって流され、それを補うよう
に海底に溜まっていた貧酸素水塊が沿岸に向かって上昇します。この貧酸素水に含まれる硫
化水素と海面近くの海水に含まれる酸素が反応して、酸化硫黄となったものが青潮です。

青潮は、酸素を不足させるだけでなく、有毒な硫化水素を発生させるため、魚介類の大量
斃死（へいし）を招くことがあります。

漁業被害だけでなく、生態系にも深刻な影響をもたらします。

海水交換の悪い淀みの存在 貧酸素水塊の発生 青潮の発生赤潮の発生

トレミー管

「貧酸素水塊」
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事業での取組の一環として、公園の緑や海などの環境への理解を深めていただくために、都民・近隣企業の方々の協力を
得て、さまざまな環境配慮への普及活動を行っています。

（1）環境美化活動

② イベントを通じた環境美化活動の普及啓発

イベントを通じてクリーンアップ活動を展開し、環境美化の普及啓発を
推進しています。

① 企業協働による公園内の清掃活動

近隣企業や団体等のＣＳＲ活動の積極的な受入れを通じ、公園内での
企業協働による清掃活動を推進しています。

5 環境コミュニケーション活動
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◆ 若洲海浜公園「釣り施設の清掃」

◆ 2021年度環境美化活動 協力企業・団体一覧（敬称略・順不同）

◆ お台場海浜公園「ごみ拾いイベント」
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東京モノレール流通センター駅や臨海高速鉄道東京テレポート駅において、当社の社会貢献の一環として、駅前公開空地
での花壇ボランティア活動に積極的に取り組んでいます。

また、シンボルプロムナード公園においても、公園の景観向上と心豊かな暮らしの実現を目的に、公園のボランティアの
方々と協働で手入れや花植えなどを行い、交流の場の提供に貢献します。

③花壇整備等による美化活動



社員が身近なところからできる、地球温暖化防止への取組を実践しています。毎日の生活のなかで1人ひとりが意識してCO2

排出削減を目指そうという取組です。

（1）気候変動キャンペーン「Fun to Share」への参加

毎日を楽しく暮らしながら低炭素社会を作ることを目指し、最新の知恵や賛同企業の取組などを共有するための活動である「Fun to Share みんな
でシェアして、低炭素社会へ。」が発足されました。

当社においても、社員一人ひとりが低炭素アクションを実践し、発信していきます。

【参加の趣旨】

水道の使い方で減らそう

●節水運動の推進

水道水の送水には、たくさんの電気が使われ
ています。必要のない時にはこまめに蛇口の
水やお湯を止めます。

自動車の使い方で減らそう

駐停車中は、エンジンのアイドリングをストッ
プします。運転中は、エコドライブを心がけま
す。ガソリン代も節約になり資源の有効活用に
もなります。

●エコドライブの推進

●昼休みと残業時間の照明 ｏｎ/ｏｆｆ
●ノー残業デーの推進

電気の使い方で減らそう

無駄な電気を使うのは止めます。必要のない照
明は、こまめに消します。

商品の選び方で減らそう

新しい製品購入やリース製品の入替の際には、省
エネ性能も導入の目安にします。環境にやさしい
省エネ製品を使います。

●文房具の回収・再利用 （※６）
●グリーン（エコ商品）購入

温度調節で減らそう

服装に気を使って、設定温度を変えます。社員み
んなで、冷暖房の温度に対する意識を高めるよう
にします。

●クールビズ・ウォームビズの奨励

ごみで減らそう

袋やトレーは、つくる際にも、再生・破棄する際
にも、CO2を排出しています。ムダな包装は持ち帰
りません。

●廃棄トナーカートリッジ削減 （※１）
●ペーパーレス活動 （※２）
●ペットボトルの分別強化 （※３、４、５）

※１ リサイクルトナーを活用し、トナーカートリッジの廃棄を抑制します。
※２ 裏紙使用や両面印刷でコピー用紙の消費量を削減します。
※３ ペットボトルの回収業者は、国内でリサイクル処理を行っている企業を選定します。
※４ 社員が分別したキャップをボールペン等の文房具に再生することができます。
※５ キャップを回収団体経由でワクチン寄贈団体に寄付し、途上国へワクチンを寄付することができます。
※６ 使用していない文房具（ファイルやペン類）等を回収して再利用します。

6 オフィスでの取組
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フードロス削減を図るため、定期的に入替を行う災害用備蓄品食品をフードバンクへ寄付しています。

◆ 災害用備蓄品寄付実績

年 度 種 類 総 数 備 考

2022年度 アルファ化米 3,250 食 3 種類のアルファ化米をフードバンクへ寄付

（2）災害用備蓄品の寄付
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〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号
青海フロンティアビル10階

ＴＥＬ （03）3599-7303 (代表） ＦＡＸ （03）3599-7491
ＵＲＬ https://www.tptc.co.jp/
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